
質疑事項

「委託概要書」「9．追記」についても「部屋の使用用途によって
構造検討」、「空調設備機器の設置場所により、既存の構造検
討」と記載ありますが、「武道館ひびき」も対象となる箇所はあり
ますでしょうか。

No

既存不適格のエレベーターを改修するにあたり、建物本体の補強が必要
であれば補強工事を行い、その設計も本委託業務に含むものとします。

武道館ひびきにおいても「部屋の使用用途によって構造検討」、「空調設
備機器の設置場所により、既存の構造検討」は必要です。対象となる箇所
は、３階剣道場の特定天井改修や荷重が増大する箇所等、市担当者と協
議の上決定するものとします。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 豊中市立武道館ひびき及び豊中市立青年の家いぶき大規模改修工事設計委託

回　　　　答

1
「武道館ひびき」、「青年の家いぶき」は新耐震後の建物でしょう
か。
新耐震以前の場合は、耐震補強等は実施済みでしょうか。

武道館ひびきは昭和61年に建設され、青年の家いぶきは昭和58年に建
設されているため、新耐震基準です。

3

4

2
武道館ひびきのシャフトは本体建物と一体となっており、委託概要書に記
載のとおり、武道館ひびきの構造図一式はありますが、構造計算書及び
施工報告書はありません。

「委託概要書」「5．委託概要」「（豊中市立武道館ひびき）」「計
画通知書（昇降機）申請書類の作成を行う。昇降路部分の構造
検討等を行うこと」と記載ありますが、「10．貸与図書」「豊中市
立武道館ひびき」「構造計算書」「無」となっています。今回武道
館ひびきのシャフトは、武道館ひびき本体とは別構造となって
いるのでしょうか。同一構造の場合、建屋全体への影響も考慮
する必要があると思います。構造図面一式（基礎、軸組図等）、
当時の施工報告書等は全て揃っていますでしょうか。

上記項番2で補強が必要となった場合は、補強設計も必要とな
りますか。



図面の貸与については契約後になります。貸与図書は委託概要書に記載
のとおりであり、確認申請図およびCADデータ図面はありません。

「委託概要書」「10．貸与図書」の貸与時期は何時頃になります
でしょうか。
また、貸与図書には各建屋の確認申請図面はありますか。
更にCADデータはありますでしょうか。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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